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非現業国家公務員について 

 

○ 労働基本権制約の代償措置として人事院勧告制度。 

○ 国家公務員の給与等の勤務条件は、社会一般の情勢に適応するように

定めることとされており、人事院は給与等の変更について、国会及び内閣

に勧告。 

●国家公務員法（抄） 

（情勢適応の原則）  

第 28 条 この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、

国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更

に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。  

２ 人事院は、毎年、少くとも一回、俸給表が適当であるかどうかについて国会及び内閣に同

時に報告しなければならない。給与を決定する諸条件の変化により、俸給表に定める給与を

百分の五以上増減する必要が生じたと認められるときは、人事院は、その報告にあわせて、

国会及び内閣に適当な勧告をしなければならない。  

 

 

Ⅰ 給与制度 

  国家公務員の給与は、法律に基づいて定められており【給与法定主義】

（国公法第63条等）、その官職の職務と責任に応じて決められることとさ

れ【職務給の原則】（国公法第62条）、俸給及びこれを補完する諸手当か

ら成り立っている。 

俸給については、一般職給与法において、職務給の原則を実現するため

多様な職種をその職務の類似性等によって11種17表の俸給表に分類してい

る（一般職給与法第６条第１項）ほか、任期付職員法及び任期付研究員法

においても俸給表を定めている。 

  また、手当は、それぞれの支給要件に該当する職員についてのみ支給（一

般職給与法第10条の２～第19条の７（第15条等を除く）、寒冷地手当法等）。 

 

俸 給 表 の 種 類 

・行政職俸給表（一）・（二） ・専門行政職俸給表 ・税務職俸給表 

・公安職俸給表（一）・（二） ・海事職俸給表（一）・（二）・教育職俸給表（一）・（二）

・研究職俸給表 ・医療職俸給表（一）・（二）・（三） 

・福祉職俸給表 ・専門スタッフ職俸給表 ・指定職俸給表 

・特定任期付職員俸給表 ・第一号・第二号任期付研究員俸給表 

  （注）平成22年10月現在。 

 

資料５ －国家公務員の給与決定までの流れ－ 
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手 当 の 種 類 

・俸給の特別調整額 ・本府省業務調整手当 ・初任給調整手当 

・専門スタッフ職調整手当 ・扶養手当 ・地域手当 

・広域異動手当 ・研究員調整手当 ・住居手当 

・通勤手当 ・単身赴任手当 ・特殊勤務手当 

・特地勤務手当 ・超過勤務手当 ・休日給 

・夜勤手当 ・宿日直手当 ・管理職員特別勤務手当 

・期末手当 ・勤勉手当 ・寒冷地手当 

・任期付研究員業績手当 ・特定任期付職員業績手当           等 

       （注）平成22年 10月現在。  

   

 

Ⅱ 人事院勧告の手順 

  人事院は、国家公務員の給与について、民間の賃金との適正な均衡を確

保することを基本として（民間準拠）、同じ条件（仕事の種類、役職段階、

学歴、年齢等）にある者同士の官民の給与を比較した上で、所要の勧告。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国家公務員給与等実態調査 

 

・調査内容 ４月分の給与（仕事の種類、役

職段階、学歴、年齢等別） 

・調査対象 非現業国家公務員  約28万人 

 

職種別民間給与実態調査 

・調査内容 ４月分の賃金（仕事の種類、役職

段階、学歴、年齢等別） 

・調査対象 企業規模50人以上、事業所規模50

人以上の事業所約50,200事業所

のうちから抽出された約11,100

事業所の従業員約46万人 

・調査方法 実地調査 

官 民 比 較 
仕事の種類、役職段階、学歴、年齢等が相応する

もの同士（グループ）を比較し、総合する（ラス

パイレス方式）。 

配 分（個別給与の決定） 
俸給分と諸手当分の配分及び俸給表上の配分 
 配分に当たっては、職務給の原則に立って、公務

員給与の実態、民間賃金の実態及び配分傾向等に必

要な配慮が加えられている。 

人  事  院  勧  告

 
各方面の 

要望、意見等

 
 
各 府 省 

 
職員団体 

 
有 識 者 

（注）平成 21 年の例。 
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Ⅲ 給与改定の手順 

  ○ 国家公務員の給与改定に当たっては、政府は、人事院勧告制度を尊重す

る基本姿勢に立って、国政全般との関連につき検討の上方針を決定。 

○ 国家公務員の給与は、最終的には、法律として国民の代表で構成され

る国会で決定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（給与法案提出） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
※公務員の分類に応じた給与制度の主な特例 
（１）外務職員 

在外公館に勤務する外務職員には、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する

外務公務員の給与に関する法律」により、外務職員の駐在国における体面を保つなどのた

め、在勤基本手当等が、一般職給与法に基づき支給される給与に併せて支給。 
（２）検察官 
    検察官に関しては、「検察官の俸給等に関する法律」により別途俸給等が定められてい

る。毎年の給与水準は一般職給与法に準じて決定。 
（３）防衛省職員（※特別職） 
    防衛省職員に関しては、「防衛省の職員の給与等に関する法律」により別途給与が定めら

れている。毎年の給与水準は一般職給与法に準じて決定。 

給 与 関 係 閣 僚 会 議

（ 協     議 ）

取 扱 方 針 閣 議 決 定

給 与 法 案 作 成
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